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 県所管域 

 指定障害福祉サービス事業所等運営法人代表者 様 

 

神奈川県保健福祉局福祉部障害福祉課長 

                               （ 公 印 省 略 ） 

 

 

介護等労働者の適正な労働条件の確保・改善について（通知） 

 

 本県の障害福祉の推進につきましては、日頃からご尽力いただき厚くお礼申し上

げます。 

さて、指定障害福祉サービス事業所等の運営に当たっては、「指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」等（※）に基づき、

適切な人員配置により行われているところですが、これと併せて、法定労働条件の

確保等、労働基準関係法令の遵守も必要とされています。 

 これについては、別添のとおり、平成 27 年３月６日付けで神奈川労働局から通知

（神労基発 0306 第１号）が発出されておりますので、改めて周知します。 

 貴法人におかれましては、引き続き、同通知の趣旨を踏まえ、労働時間、就業規

則及び夜間支援体制における割増賃金の支払いや労働基準監督署への所要の届出な

ど、法定労働条件に関する労働基準関係法令の適切な運用に努められますようお願

いいたします。 

 

※ 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

  指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

  指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

  指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

 

 

問い合わせ先 

 調整グループ 榎本 

 電話（045）210-4703（直通） 

                      施設指導グループ 堀口 

                      電話（045）210-4724（直通） 

事業支援グループ 松本 

                      電話（045）210-4717（直通） 



（別添）










